
別表

令和６年度会計年度任用職員一般公募　募集職種・勤務条件一覧

応募受付期間①　令和６年５月１日～令和６年５月１３日

応募受付期間②　令和６年５月１４日～令和６年５月２３日

※募集職種、雇用条件については、現段階での予定であり、公募後も職の廃止や勤務条件変更の可能性があります。

任用期間　随時～令和７年３月３１日

No. 職種
分類

(種別)
職務内容 資格要件 勤務地

週の勤
務日数

勤務日
勤務時間

週の勤
務時間

週休日
期末・勤勉

手当
社会保険・
雇用保険

備考

Ａ
(通常)

月～金と隔週土
(平日)13:00～18:30
(土)8:00～13:00、12:30～17:30
(長期休業期間)8:00～13:30、13:00～18:30

30時間 月額 167,100円

Ｂ
(時短)

月～金と隔週土
(平日) 13:00～17:30
(土) 9:00～13:00、12:30～17:30
(長期休業期間) 9:00～13:30、13:00～
17:30

24.5時間 時間額 1,325円

2 放課後児童補助員

各留守家庭児童会における学級の運営補助を行う
・児童の保育・指導
・保護者への連絡・対応
・研修会への出席（月１回程度）
・清掃

子どもが好きで、保育・指導などができる体力を有
する方（資格・免許不問）

留守家庭児童会

原則３日
(３日以

下になる
場合もあ
ります)

所属長の指示する週3日以下
(平日) 13:30～18:30
(土曜日及び長期休業期間) 8:00～13:00、
12:30～17:30

15時間
以下

日･祝･年末年
始･所属長の
指示する曜日

時間額 1,095円

・放課後児童支援員の採用数
により勤務日数は増減しま
す。また年度途中に増減する
場合もあります。

・勤務可能曜日・日数が運営と
合致する場合に選考により採
用します。

・繁忙期、長期休業期間は時
間外勤務を命じることがありま
す。

3
放課後児童補助員（短
期）

各留守家庭児童会における学級の運営補助を行う
・児童の保育・指導
・保護者への連絡・対応
・研修会への出席（月１回程度）
・清掃

子どもが好きで、保育・指導などができる体力を有
する方（資格・免許不問）

留守家庭児童会

原則３日
(３日以

下になる
場合もあ
ります)

所属長の指示する週3日以下
(平日) 13:30～18:30
(土曜日及び長期休業期間) 8:00～13:00、
12:30～17:30

15時間
以下

日･祝･年末年
始･所属長の
指示する曜日

時間額 1,095円

・放課後児童支援員の採用数
により勤務日数は増減しま
す。また年度途中に増減する
場合もあります。

・勤務可能曜日・日数が運営と
合致する場合に選考により採
用します。

・繁忙期、長期休業期間は時
間外勤務を命じることがありま
す。

・任期は令和６年７月１日～令
和６年８月３１日です。

4
特別支援教育支援員
【中国語】

特別支援教育支援員
・個別の対応が必要な児童･生徒の支援、担当教員補
助

中国語(北京語)の読み書き会話が出来る方 田辺小学校 ５日
月～金
(平日) 8:30～15:30

31.25
時間

土･日･祝
･年末年始

時間額 1,126円 ○ ○

･学校の長期休業期間中の勤
務はありません。ただし所属長
の指示する日は勤務を要しま
す。

　　　　応募状況により期間途中でも応募を締め切る場合があります。
　　　　応募受付期間②については、①の応募状況により実施しない
　　　  場合があります。

※給与額については、別途対象となる職員の現給保障・経験年数は継続されます。

給与

1 放課後児童支援員

各留守家庭児童会における学級の運営業務（担任）を
行う
・児童の保育・指導
・保護者への連絡・対応
・連絡帳等の記載、提出物の点検等
・打ち合わせ等の情報の共有
・研修会への出席（月１回程度）
・清掃

次のいずれかに該当している方
① 教員免許を有する方
② 保育士又は社会福祉士の資格を有する方
③ 高卒以上又は高卒に相当と認められる学歴を有
し、かつ、２年以上児童福祉事業に従事した方
④ 大学、大学院又は外国の大学において社会福
祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体
育学を専修する学科等又はこれらに相当する課程
を修めて卒業した方
⑤　大学において、社会福祉学、心理学、教育学、
社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又
はこれらに相当する課程における単位の修得によ
り、大学院への入学が認められた方
⑥ 高卒以上又は高卒に相当と認められる学歴を有
し、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に従事
した方
⑦ ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した方

留守家庭児童会 ５～６日
日･祝･年末
年始･隔週土

○ ○

・Ａの勤務時間での運営である
ため、Ａの採用数によってBの
採用数が変動します。

・長期休業期間は時間外勤務
を命じることがあります。
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